
ケースⅠ 既存住宅状況調査  

 

１ 改正宅建業法における既存住宅状況調査の位置づけ 

 
 
 
 

① 媒介契約締結時に、宅建業者が既存住宅状況調査（インスペクシ

ョン）業者のあっせんの可否を示し、媒介依頼者（売主または買

主）の意向に応じてあっせん 
 
 
 
 
 

② 重要事項説明時に、宅建業者が（過去 1年間に）既存住宅状況調
査(インスペクション)を実施しているか否か、実施していればそ
の結果を買主に説明 

 
③ 売買契約締結時に、基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に確

認し、その内容を宅建業者から売主・買主に書面で交付 
 
 
                 
 
２ 既存住宅状況調査の内容 

(1) 基本的な調査対象範囲 
既存住宅状況調査では、基礎、外壁等の住宅の部位ごとに生じている劣化事象等の状況を、原則と

して目視・計測を中心とした非破壊検査により把握し、その調査結果を依頼主に報告します。 

※劣化事象等：構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分で瑕疵が存する可能性が高

い事象 
 

(2) 新耐震基準への適合性の確認 
また、既存住宅状況調査では、対象住宅が耐震性を確保しているか、つぎの書類により確認します。 

(昭和 56年 6月 1日以降の建築確認) 確認済証、検査済証、新築時の建設住宅性能評価書 等 
(昭和 56年 6月 1日以前の建築確認) 既存住宅建設住宅性能評価書、耐震基準適合証明書、耐震診
断の結果報告書 等 
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(3) オプション検査 
既存住宅売買瑕疵保険では、給水管路や給排水設備、電気設備及びガス設備等を保険対象としてい

ることから、これらについてオプション調査として実施します。(調査対象・方法は保険法人によ
ります) 

 
３ まち協が実施する既存住宅状況調査について 

(1) 既存住宅状況調査の対象住宅 
まち協が実施する既存住宅状況調査は、当面、神奈川県内にある一戸建ての住宅を対象とします。 
 

(2) 既存住宅状況調査の実施フロー 
 

                  電話等で調査内容、関係書類の有無、希望調査日時等について、

照会・調整いたします。 
                                                                                       

            既存住宅状況調査等依頼書（様式１）に必要図書※を添えた 
依頼図書書を提出いただきます。※建築確認済証・検査済証 等 

 
                  

              まち協に所属する調査技術者が既存住宅状況調査等委任契約            

による重要事項説明書の説明を行います。 
 
               依頼者と調査技術者との間で既存住宅状況調査等委任契約書と 
               契約約款を締結します。 
                               
 
 調査技術者が依頼図書の審査と現況調査を実施します。 
 
 
 
               調査技術者は既存住宅状況調査報告書及び結果概要を作成し、 
               委任者(依頼者)に報告書及び結果概要を提出、説明します。 
 
 
 
 
 
 
 

事前調整 

調査等依頼図書の提出 

委任契約の重要

説明事項の説明 

契約書・約款の締結 

書類審査・現況調査 

調査報告書・結果

概要の提出、報告 

http://www.machikyo.or.jp/insurance/kizon_joukyoutyousa_mousikomi.doc


(3) まち協の既存住宅現況調査の手数料 
まち協が行う既存住宅状況調査の手数料の額の代表例は次表のとおりですが、詳しくは既存住宅状

況調査手数料 表１をご覧ください。 
 

住宅規模(床面積) 調査内容 
手数料  (円) 

税抜 税込 

100㎡未満 
オプション調査なし 91,200 98,490 
設備配管調査付き 94,200 101,730 
給排水・電気・ガス調査付き 96,200 103,890 

100以上 125㎡未満 
オプション調査なし 91,200 98,490 
設備配管調査付き 94,200 101,730 
給排水・電気・ガス調査付き 96,200 103,890 

125以上 150㎡未満 
オプション調査なし 93,200 100,650 
設備配管調査付き 96,200 103,890 
給排水・電気・ガス調査付き 98,200 106,050 

150以上 200㎡未満 
オプション調査なし 93,200 100,650 
設備配管調査付き 96,200 103,890 
給排水・電気・ガス調査付き 98,200 106,050 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

まち協では、既存住宅状況調査と既存住宅売買瑕疵保険の瑕疵保証検査を同時

にお申込みいただいた場合に、調査手数料(検査手数料)を減額しております。 

(例) 

100 ㎡の住宅で、オプションなしの状況調査と 1 年保証の瑕疵保険(特約なし)

の瑕疵保証検査を行うとき： 

98,490 円(税込)→80,130 円(税込) 18,360 円減額 

 注 調査(検査)手数料のほかに、保険法人の保険料金と書類審査手数料がかか

ります。 

 

また、当協会が 1 年以内に既存住宅状況調査を実施した住宅で追加検査の必要

がないものについては、瑕疵保証検査手数料を無料とします。 

 

詳しくはⅢ 既存住宅状況調査プラス瑕疵保証検査(2)をご覧ください。 

 

http://www.machikyo.or.jp/insurance/hyou_1.pdf
http://www.machikyo.or.jp/insurance/case3.pdf



